
鉛給水管布設替事業について 
 

 

道路に埋設されている配水管から各家庭の給水栓（蛇口）までをつなぐ給水管の一部（水

道メーターの前後など）には鉛製の水道管（鉛 管
なまりかん

）が使われている場合があります。 

 現在 市では、鉛 管
なまりかん

を配水管の布設替え等にあわせて更新する事業を進めております。 

 

《鉛 管
なまりかん

の使用例 （赤い部分等に使用されています）》 

 

 

 なお、水道メーター以降の鉛管については、お客様のご負担(材料費)で交換をお願いし

ておりますので、工事施工の際にはご理解とご協力をお願い致します。 

 

 

 


